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「ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物の使用及び廃止の状況

の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領（内規）」について 

 

経済産業省大臣官房商務流通保安審議官 豊永 厚志 

 

経済産業省は、ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物の使用

及び廃止の状況を適切に把握することを目的として、電気関係報告規則（昭和４０年

通商産業省令第５４号。）に基づく届出と、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の

推進に関する特別措置法（以下「ＰＣＢ特別措置法」という。）に基づく届出について、

各経済産業局及び内閣府沖縄総合事務局と各都道府県・政令市との間で情報を共有し、

両制度間の連携を図って来たところである。 

今般、原子力規制委員会設置法の一部を改正する法律（平成２４年法律第４７号）

の施行に伴い、平成２４年９月１９日より原子力発電工作物に関する安全規制が経済

産業省と原子力規制委員会の共管となったこと、原子力安全・保安院の一部が商務流

通保安グループに組織替えされること、また、ＰＣＢ特別措置法における運用との整

合性を図るなど、実効的な制度の運用を一層図る観点から、「ポリ塩化ビフェニルを含

有する絶縁油を使用する電気工作物の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に

関する標準実施要領（内規）」を別添のとおり定めることとする。 

なお、「ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物の使用及び廃止

の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領（内規）について（平成１７年

４月１日付け平成１７･０２･１４原院第４号）」は平成２４年９月１８日限り廃止する。 
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（別添） 

ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物の使用及び 

廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領（内規） 

 

平成２４年９月１９日 

経 済 産 業 省 

商務流通保安グループ 

 

１．平成１６年経済産業省告示第６７号及び平成２４年経済産業省告示第２０２号

に基づき、電気関係報告規則第４条の表第１５号の２及び同表第１７号の２の届

出を要する場合の欄に規定する電気工作物を次の各号に掲げるとおりとし、原子

力発電工作物に係る電気関係報告規則（平成２４年経済産業省令第７１号）

第４条の表第１８号及び同表第２１号の届出を要する場合の欄に規定する電

気工作物を次の第一号（柱上変圧器を除く。）、第三号、第五号及び第八号か

ら第十二号までに掲げるとおりとすること。 

一  変圧器（電気事業者にあっては、柱上変圧器を除く。） 

二  電力用コンデンサー 

三  計器用変成器 

四  リアクトル 

五  放電コイル 

六  電圧調整器 

七  整流器 

八  開閉器 

九  遮断器 

十  中性点抵抗器 

十一  避雷器 

十二  ＯＦケーブル 

２．電気関係報告規則第４条の表第１５号の２及び原子力発電工作物に係る電気関

係報告規則第４条の表第１８号の届出を要する場合については、現に設置して

いる又は予備として有している上記１．に掲げる事業用電気工作物であって、次

の各号のいずれかに該当する場合とすること。ただし、判明した後直ちに、当該

電気工作物を廃止し、電気関係報告規則第４条の表第１７号の２又は原子力発

電工作物に係る電気関係報告規則第４条の表第２１号の届出を行う場合はこ

の限りではない。 

一  別表に掲げる電気工作物の種類、製造者毎に示される表示記号等と一致し
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た場合。 

二  前号以外の場合であって、ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用す

るものであることが判明した場合。 

３．上記２．本文の場合、電気事業者又は自家用電気工作物の設置者は、様式第１

に次の事項を記入の上、遅滞なく当該電気工作物を設置している又は予備として

保管している場所を管轄する産業保安監督部長（当該電気工作物が原子力発電所

に属するものである場合には、経済産業大臣及び原子力規制委員会（以下「規制

委員会」という。））に届け出ること。 

一  設置者の氏名（設置者が法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） 

二  設置者の住所 

三  事業場の名称 

四  事業場の所在地 

五  当該電気工作物の種類 

六  当該電気工作物の定格 

七  当該電気工作物の製造者名 

八  当該電気工作物の型式 

九  当該電気工作物の使用状態（設置又は予備の別） 

十  当該電気工作物の製造年月 

十一  当該電気工作物の設置年月 

４．電気関係報告規則第４条の表第１６号及び原子力発電工作物に係る電気関係

報告規則第４条の表第１７号の届出を要する場合については、上記３．の届出

を行ったもののうち、次の事項のいずれかに変更があった場合とすること。 

一  設置者の氏名（設置者が法人にあっては、その名称） 

二  設置者の住所 

三  事業場の名称 

四  事業場の所在地 

五  当該電気工作物の使用状態（設置又は予備の別） 

５．上記４．の場合、電気事業者又は自家用電気工作物の設置者は、様式第１の２

に上記４．に該当する事項を記入の上、遅滞なく当該電気工作物を設置している

又は予備として保管している場所を管轄する産業保安監督部長（当該電気工作物

が原子力発電所に属するものである場合には、経済産業大臣及び規制委員会）に

届け出ること。 

６．電気関係報告規則第４条の表第１７号の２及び原子力発電工作物に係る電気

関係報告規則第４条の表第２１号の届出を要する場合については、上記１．に

掲げる事業用電気工作物であって、ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用

するものを廃止した場合とすること。 
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７．上記６．の場合、電気事業者又は自家用電気工作物の設置者は、様式第２に次

の事項を記入の上、遅滞なく当該電気工作物が設置されていた又は予備として保

管されていた場所を管轄する産業保安監督部長（当該電気工作物が原子力発電所

に属するものである場合には、経済産業大臣及び規制委員会）に届け出ること。 

一  設置者の氏名（設置者が法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） 

二  設置者の住所 

三  事業場の名称 

四  事業場の所在地 

五  当該電気工作物の種類 

六  当該電気工作物の定格 

七  当該電気工作物の製造者名 

八  当該電気工作物の型式 

九  当該電気工作物の製造年月 

十  当該電気工作物の設置年月 

十一  当該電気工作物の廃止年月 

十二  当該電気工作物の廃止の理由及び内容 

８．電気関係報告規則第４条の表第１９号及び原子力発電工作物に係る電気関係

報告規則第４条の表第２７号の届出を要する場合については、事業用電気工作

物の破損その他の事故が発生し、絶縁油が構内以外に排出された、又は地下に浸

透した場合とすること。 

９．上記８．の場合、電気事業者又は自家用電気工作物の設置者は、様式第３に、

当該絶縁油のポリ塩化ビフェニル含有濃度、事故の状況及び講じた措置の概要を

記入の上、事故の発生後可能な限り速やかに当該電気工作物を設置している又は

予備として保管している場所を管轄する産業保安監督部長（当該電気工作物が原

子力発電所に属するものである場合には、経済産業大臣及び規制委員会）に届け

出ること。 

１０．上記１．から９．に記載されているもののほか、ポリ塩化ビフェニルを含有

する絶縁油を使用している電気工作物の届出については、別紙のとおり取り扱う

こととする。 

１１．各産業保安監督部（原子力発電工作物に係るものにあっては経済産業大臣）

が電気関係報告規則及び原子力発電工作物に係る電気関係報告規則を運用する

に当たり必要な範囲内においてＰＣＢ特別措置法の届出に係る情報の提供を求

める際には、別添様式を参考に各都道府県・政令市に情報の提供を依頼するとと

もに、各都道府県・政令市より電気関係報告規則及び原子力発電工作物に係る電

気関係報告規則に係る情報の提供を求められた場合には、速やかに提出すること

とする。 
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（別添様式）   

番   号    

年  月  日   

○○都道府県知事・政令市長  殿 

 

○○産業保安監督部長 

（又は経済産業大臣） 

 

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に

基づく届出に係る情報の提供の依頼について 

 

本産業保安監督部の管轄内における（※経済産業大臣の場合は不要）ＰＣＢを絶

縁油に使用する電気工作物（以下「ＰＣＢ電気工作物」という。）の設置状況につい

て、より一層効果的かつ合理的に把握するため、下記のＰＣＢ電気工作物に関し、

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づき貴都道

府県・政令市に届出された情報について提供を依頼します。 

 

記 

１．変圧器 

２．電力用コンデンサー 

３．計器用変成器 

４．リアクトル 

５．放電コイル 

６．電圧調整器 

７．整流器 

８．開閉器 

９．遮断器 

１０．中性点抵抗器 

１１．避雷器 

１２．ＯＦケーブル 
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（別表） 

電気工作物

の種類 

製造者名 

 

表示記号等 

 

変圧器 株式会社愛知電機工

作所 

 

・変圧器不燃性油（１９６５以前製造のもの）、 

不燃油変圧器（１９６６年以降製造のもの）、 

冷却方式ＬＮＡＮ（１９６６年以降製造のも

の） 

富士電機製造株式会

社 

・富士不燃性合成絶縁油入、富士シンクロール

油入、不燃性油入、カネクロール油入 

株式会社日立製作所 ・Ｊ（型式中、「Ｊ」が含まれるもの） 

北陸電機製造株式会

社 

・不燃性油入、不燃性絶縁油入、カネクロール

油入、富士シンクロール油入、不燃性合成絶縁

油入変圧器 

株式会社明電舎 ・Ａ（型式中、ハイフンの前の群に「Ａ」が含

まれるもの（ただし、ハイフンが含まれないも

のもある。）。） 

（ＮＩＦＡ、ＮＩＦＡＸ、ＮＩＫＡＸ、ＮＩ

ＬＡＸ、ＮＩＲＡＸ、ＮＩＲＧＡＸ、ＮＩＲ

ＳＡＸ、ＮＩＲＳＧＡＸ、ＮＩＴＡ、ＮＩＴ

ＡＸ、ＮＩＴＳＡＸ、ＮＯＲＡＸ、ＮＯＲＡ

ＸＹ、ＮＯＲＳＡＸＹ、ＮＯＴＡＸ、等） 

三菱電機株式会社 ・不燃性油入 

日新電機株式会社 ・不燃油入、ＡＦ式 

大阪変圧器株式会社 ・不燃油入、不燃油使用 

株式会社高岳製作所 ・不燃性油入 

・Ｕ（型式中、「Ｕ」が含まれるもの、ただし

「ＵＭ」の記載品は除く） 

東光電気株式会社 ・不燃性油入 

東京芝浦電気株式会

社 

・不燃性絶縁油入 

・Ｌ（冷却方式が「Ｌ」で始まるもの） 

・Ｓ（型式中、ハイフンの前の群が「Ｓ」で始

まるもの。ただし、ＳＩで始まるもの及び型式

ＳＨ－５～２０を除く。） 

・Ｓ（型式中、ハイフンの後の群が「Ｓ」で

始まるもの。ただし、ＨＣＴＲ－Ｓ１～Ｓ２

１、ＨＣＲ－Ｓ１～Ｓ２１を除く。） 
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中国電機製造株式会

社 

・不燃性油入 

株式会社酉島電機製

作所 

・不燃性油入 

電力用コン

デンサー 

 

株式会社日立製作所 

 

・ＴＰＢ 

・Ｊ（型式中、「Ｊ」が含まれるもの） 

日立コンデンサ株式

会社 

・ＤＦ ＣＡＰＡＣＩＴＯＲ、ＤＦ式コンデン

サ 

マルコン電子株式会

社 

二井蓄電器株式会社 

東京電器株式会社 

・不燃性油入、ＮＯＮ－ＩＮＦＬＡＭＭＡＢ

ＬＥ ＬＩＱＵＩＤ、シバノール入、ＤＦコ

ンデンサ 

・型式が、ＣＤ～、Ｄ～、ＤＦ～、ＦＣＤ～、

ＦＣＤＥ～、ＭＣＤ～、ＮＣＤ～、ＮＨＤ～、

ＮＬＤ～、ＮＬＤ－Ｃ、ＰＦＣＤ～、ＳＤ～、

ＳＤＡＢ～、ＳＤＢ～、ＳＤＲ～、ＳＲＴ－

ＡＩＮＲ、ＳＲＴＲ～、ＳＲ－～、ＳＳＤ～、

～ＡＤ－～、～ＡＦ～、～ＡＫ～、～ＡＳＴ

－～、～Ａ－～、～ＥＤ～、～ＥＤＦ～、～

ＥＤＳ～、～ＦＣＤ～、～ＳＤＳ～、～ＳＤ

Ｆ～、ＳＰ～、で示されるもの（ただし、～

は数字（群）、－はハイフンを示す） 

松下電器産業株式会

社 

・ＡＦ式 

 

三菱電機株式会社 

 

・不燃性油入 

・ＫＡＦ、ＫＡＬ、ＫＡＰ、ＫＢＦ、ＫＢＰ、

ＫＥＦ、ＫＥＰ、ＫＧＬ、ＫＬ－１、ＫＬ－

２、ＫＬ－３、ＫＵＦ、ＫＵＰ、ＫＴＰ 

日本コンデンサ工業

株式会社 

株式会社関西二井製

作所 

・ＤＦ式 

・ＡＩＢ、ＨＰＰ、ＳＡＤ、ＳＡＴ、ＳＦ、

ＳＦＡＩ、ＳＰＦ、ＴＣＢ、ＴＣＳ、ＴＥＢ、

ＴＥＳ、ＴＰＡ、ＴＰＢ、ＴＰＥ、ＴＰＦ、

ＴＰＥＩ、ＴＰＦＩ 

日新電機株式会社 ・ＡＦ式、ＡＦＰ式、不燃性油含浸、三塩化ビ

フェニール含浸、五塩化ビフェニール含浸 

株式会社指月電機製

作所 

・不燃性油入、ＤＦ、ＤＦ式、ＬＶ－１、Ｌ

ＯＷＶＡＣ ＣＡＰＡＣＩＴＯＲ、ＰＬ、Ｐ
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ＰＡ、ＳＡＫ、ＴＨＫ 

・型式が、ＡＫ、ＡＬ、ＢＫ、ＢＬ、ＣＫ、Ｃ

Ｌ、ＤＫ、ＤＬ、ＦＫ、ＦＬ、ＨＦＴ、ＨＴＧ、

ＫＫ、ＫＬ、ＫＴＤ、ＫＴＭ、ＫＴＱ、ＫＴＴ、

ＫＴＵ、Ｐ、ＲＡＫ、ＲＡＳ、ＲＤＦ、ＲＭＯ、

ＲＷＯ、ＲＺＯ、ＳＡＫ、ＳＡＳ、ＳＴＤ、Ｓ

ＴＭ、ＳＴＱ、ＳＴＴ、ＳＴＵ、ＴＨＫ、ＴＨ

Ｓ、ＺＡ、ＺＨ、ＺＪで始まるもの（ただし、

ＰＦ、ＰＨＦ、ＰＯＭＰ、ＰＰＫ、ＰＰＭで始

まるものは除く。） 

株式会社帝国コンデ

ンサ製作所 

・不燃油、不燃性油、油入Ｄ式、不燃性絶縁油

含式、不燃油絶縁式、塩化ビフェニール式、不

燃性絶縁油式 

・型式が、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆで始まるも

の 

東京芝浦電気株式会

社 

・不燃性絶縁油入、シバノール、ＣＤ、ＰＦ

ＣＤ 

・Ｓ（型式中、ハイフンの前の群が「Ｓ」で

始まるもの） 

中国電機製造株式会

社 

・不燃性油入 

古河電気工業株式会

社 

・不燃性油、不燃性、ＡＦ式不燃性油入 

計器用変成

器 

富士電機製造株式会

社 

・不燃性油入、富士シンクロール油入、富士不

燃性合成絶縁油入、ポリ塩化ビフェニル使用 

株式会社日立製作所 ・Ｊ（型式中、「Ｊ」が含まれるもの） 

株式会社明電舎 ・Ａ（型式中、ハイフンの前の群に「Ａ」が含

まれるもの） 

（ＣＡＰＸ、ＣＮＰＡＸ、ＰＡＸ、ＰＡＸＥ、

等） 

三菱電機株式会社 ・ＣＦ、ＣＬＦ、ＣＮＦ、ＣＳＦ、ＦＨ、Ｈ

ＳＦ、ＴＡ、ＴＨＦ 

日新電機株式会社 ・不燃油入、ＡＦ式 

・Ａ（型式が「Ａ」で始まるもの） 

株式会社高岳製作所 ・１９５７年から１９５８年製造のもの（計器

用変圧器または接地型計器用変圧器）、１９５
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８年から１９５９年製造のもの（計器用変流

器） 

東光電気株式会社 ・不燃性油入 

東京芝浦電気株式会

社 

・不燃性絶縁油入 

・Ｓ（型式中、ハイフンの後の群が「Ｓ」で始

まるもの） 

リアクトル 富士電機製造株式会

社 

・不燃性油入、富士不燃性合成絶縁油入、富士

シンクロール油入 

株式会社日立製作所 ・Ｊ（型式中、「Ｊ」が含まれるもの） 

株式会社明電舎 ・Ａ（型式中、ハイフンの前の群に「Ａ」が含

まれるもの（ただし、ハイフンが含まれないも

のもある。）。） 

（ＮＩＦＡ、ＮＩＦＡＸ、ＮＩＫＡＸ、ＮＩ

ＬＡＸ、ＮＩＲＡＸ、ＮＩＲＧＡＸ、ＮＩＲ

ＳＡＸ、ＮＩＲＳＧＡＸ、ＮＩＴＡ、ＮＩＴ

ＡＸ、ＮＩＴＳＡＸ、ＮＯＲＡＸ、ＮＯＲＡ

ＸＹ、ＮＯＲＳＡＸＹ、ＮＯＴＡＸ、等） 

三菱電機株式会社 ・不燃性油入 

・１９６８年から１９７０年製造のものであ

って、型式が、Ｚ３１３６５５、Ｚ３１３６

５６、Ｚ３１３６５７、Ｚ３１３６５８、Ｚ３

７７８１９のもの 

日本コンデンサ工業

株式会社 

・ＳＲＤ、ＳＤ 

日新電機株式会社 ・不燃油入、ＡＦ式 

東京芝浦電気株式会

社 

・不燃性絶縁油入 

・Ｓ（型式中、ハイフンの後の群が「Ｓ」で始

まるもの） 

古河電気工業株式会

社 

・不燃性油、不燃性、ＡＦ式不燃性油入 

株式会社酉島電機製

作所 

・不燃性油入 

放電コイル 

 

日新電機株式会社 ・不燃油入、ＡＦ式 

東京芝浦電気株式会

社 

・不燃性絶縁油入 

・Ｓ（型式中、ハイフンの後の群が「Ｓ」で始

まるもの） 
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ブッシング

（ 変 圧 器

（電気事業

者にあって

は柱状変圧

器 を 除

く。）、電力

用コンデン

サー、計器

用変成器、

リ ア ク ト

ル、放電コ

イル、電圧

調整器、整

流器、開閉

器、遮断器、

中性点抵抗

器、避雷器、

ＯＦケーブ

ルと一体と

なって構成

さ れ る も

の） 

東京芝浦電気株式会

社 

以下の条件を全て満たすもの（製造年及び型

式は、ブッシング本体の銘板で確認すること

）。 

・１９６６年から１９７２年製造のもの（一

部１９７３年製造のものも含む） 

・変圧器用若しくは壁貫通用のもの 

・コンサベータ及び油面計を付属していない

もの 

・型式が、ＭＥＨＷ、ＭＥＨＷ２、ＭＥＨＷ

Ｒ、ＭＥＷ、ＭＥＷＹ、ＭＨＷ、ＭＨＷＹ、

ＭＫＥＨ１、ＭＫＥＨ２、ＭＫＨ、ＭＷで始

まるもの 
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様式第１  

ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物の使用（設置・予備品保管）届出書  

年 月 日  

殿  

住 所 〒  

氏 名(法人にあっては名称及び代表者の氏名) 印  

 

電気事業法電気関係報告規則第４条の表第１５号の２（又は原子力発電工作物に

係る電気関係報告規則第４条の表第１８号）の規定により、経済産業大臣（又は経済

産業大臣及び原子力規制委員会）が告示する電気工作物の使用（設置・予備品保管）

について届け出ます。 

 

事業場の名称  

事業場の所在地 〒 

連 絡 先  

 

種 類 定 格 製造 

者名 

型 式 使用 

状態 

製造 

年月 

設置 

年月 

個 数 

        

        

        

        

        

 

（その他参考となるべき事項） 
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備考（様式第１）  

１．事業場の名称及び所在地には、当該電気工作物を設置している又は予備として保

管している場所を記載すること。 

なお、ＯＦケーブルにあっては、事業場の名称及び所在地については、事業場の

名称の欄には線路名を、所在地の欄には該当区間の両端の地点における所在地（（例）

ＭＨ××【○○区○○】～ＭＨ△△【☆☆区☆☆】）を記載すること。  

２．連絡先には、担当部署のほか、電話番号、ファックス番号を記載すること。  

３．機器の種類には、以下の機器の種類に対応する番号を記載すること。  

(1)  変圧器（柱上変圧器を除く。）  

(2)  コンデンサー  

(3)  計器用変成器  

(4)  リアクトル  

(5)  放電コイル  

(6)  電圧調整器  

(7)  整流器  

(8)  開閉器  

(9)  遮断器  

(10) 中性点抵抗器  

(11) 避雷器  

(12) ＯＦケーブル  

(13) 柱上変圧器 

４．製造者名には、以下の製造者に対応する番号を記載すること。ただし、(24)その

他を選択した場合は、具体的な製造者名をその他参考となるべき事項の欄に記載す

ること。  

(1)  株式会社愛知電機工作所  

(2)  富士電機製造株式会社  

(3)  株式会社日立製作所  

(4)  北陸電機製造株式会社  

(5)  株式会社明電舎  

(6)  三菱電機株式会社  

(7)  日新電機株式会社  

(8)  大阪変圧器株式会社  

(9)  株式会社高岳製作所  

(10) 東光電気株式会社  

(11) 中国電機製造株式会社  
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(12) マルコン電子株式会社  

(13) 二井蓄電器株式会社  

(14) 東京電器株式会社  

(15) 松下電器産業株式会社  

(16) 日本コンデンサ工業株式会社  

(17）株式会社関西二井製作所  

(18) 株式会社指月電機製作所  

(19) 株式会社帝国コンデンサ製作所  

(20) 古河電気工業株式会社  

(21) 東京芝浦電気株式会社  

(22) 日立コンデンサ株式会社  

(23) 株式会社酉島電機製作所 

(24) その他  

５．使用状態には、設置状態か予備品として保管している状態かを記載すること。  

６．その他参考となるべき事項には、当該電気工作物を譲り受けする場合及び４．の

ただし書きに該当する場合にその旨を、並びにその他ポリ塩化ビフェニル含有電気

工作物の使用状況の把握に参考となる事項を、それぞれ記載すること。 

なお、譲り受けして使用を開始又は予備として所有する場合には、譲り渡しす

る者の住所、氏名、事業場の名称及び所在地を併せて記載すること。  

７．用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。  

８．氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合におい

て、署名は必ず本人が自署するものとする。 
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様式第１の２ 

ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物変更届出書 

年 月 日 

殿 

住 所 〒 

氏 名(法人にあっては名称及び代表者の氏名) 印 

 

電気事業法電気関係報告規則第４条の表第１６号（又は原子力発電工作物に係る電

気関係報告規則第４条の表第１９号）の規定により、電気関係報告規則第４条の表第

１５号の２（又は原子力発電工作物に係る電気関係報告規則第４条の表第１８号）の

電気工作物の変更について届け出ます。 

 

事業場の名称  

事業場の所在地 〒 

連 絡 先  

 

変更年月日 年    月    日 

 

 

変 更 前 

 

 

 

 

 

 

 

変 更 後 

 

 

 

 

 

 

（その他参考となるべき事項） 
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備考（様式第１の２）  

１．事業場の名称及び所在地には、当該電気工作物を設置している又は予備として保

管している場所を記載すること。 

なお、ＯＦケーブルにあっては、事業場の名称及び所在地については、事業場の

名称の欄には線路名を、所在地の欄には該当区間の両端の地点における所在地（（例）

ＭＨ××【○○区○○】～ＭＨ△△【☆☆区☆☆】）を記載すること。  

２．連絡先には、担当部署のほか、電話番号、ファックス番号を記載すること。  

３．様式第１に規定されている区分に従い、変更内容を記載すること。  

４．その他参考となるべき事項には、ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物の使用状

況の把握に参考となる事項を記載すること。  

５．用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。  

６．氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合におい

て、署名は必ず本人が自署するものとする。 
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様式第２ 

ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物廃止届出書 

年 月 日 

殿 

住 所 〒 

氏 名(法人にあっては名称及び代表者の氏名) 印 

 

電気事業法電気関係報告規則第４条の表第１７号の２（又は原子力発電工作物に係

る電気関係報告規則第４条の表第２１号）の規定により、経済産業大臣（又は経済産

業大臣及び原子力規制委員会）が告示する電気工作物の廃止について届け出ます。 

 

事業場の名称  

事業場の所在地 〒 

連 絡 先  

 

種 類 定 格 製造 

者名 

型 式 製造 

年月 

設置 

年月 

廃止 

年月 

個 数 

        

 

廃止理由 １：老朽取替・廃止 ２：損壊・焼損 ３：その他（    ） 

 

 

内 容 

 

 

 

 

 

 

 

（その他参考となるべき事項） 
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備考（様式第２）  

１．事業場の名称及び所在地には、当該電気工作物を設置していた又は予備として保

管していた場所を記載すること。 

なお、ＯＦケーブルにあっては、事業場の名称及び所在地については、事業場の

名称の欄には線路名を、所在地の欄には該当区間の両端の地点における所在地（（例）

ＭＨ××【○○区○○】～ＭＨ△△【☆☆区☆☆】）を記載すること。  

２．連絡先には、担当部署のほか、電話番号、ファックス番号を記載すること。  

３．機器の種類には、以下の機器の種類に対応する番号を記載すること。  

(1)  変圧器（柱上変圧器を除く。）  

(2)  コンデンサー  

(3)  計器用変成器  

(4)  リアクトル  

(5)  放電コイル  

(6)  電圧調整器  

(7)  整流器  

(8)  開閉器  

(9)  遮断器  

(10) 中性点抵抗器  

(11) 避雷器  

(12) ＯＦケーブル  

(13) 柱上変圧器 

４．製造者名には、以下の製造者に対応する番号を記載すること。ただし、(24)その

他を選択した場合は、具体的な製造者名をその他参考となるべき事項の欄に記載す

ること。  

(1)  株式会社愛知電機工作所  

(2)  富士電機製造株式会社  

(3)  株式会社日立製作所  

(4)  北陸電機製造株式会社  

(5)  株式会社明電舎  

(6)  三菱電機株式会社  

(7)  日新電機株式会社  

(8)  大阪変圧器株式会社  

(9)  株式会社高岳製作所  

(10) 東光電気株式会社  

(11) 中国電機製造株式会社  

(12) マルコン電子株式会社  
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(13) 二井蓄電器株式会社  

(14) 東京電器株式会社  

(15) 松下電器産業株式会社  

(16) 日本コンデンサ工業株式会社  

(17）株式会社関西二井製作所  

(18) 株式会社指月電機製作所  

(19) 株式会社帝国コンデンサ製作所  

(20) 古河電気工業株式会社  

(21) 東京芝浦電気株式会社  

(22) 日立コンデンサ株式会社  

(23) 株式会社酉島電機製作所 

(24) その他  

５．廃止の内容には、廃止理由が「損壊･焼損」の場合には、事故の概要及び事故後の

処理を、「その他」の場合には、その概要を記載すること。ただし、「損壊・焼損」

の場合、電気関係報告規則第４条の表第１９号（又は原子力発電工作物に係る電気

関係報告規則第２７号）に基づく報告を行った、又は行う予定の場合には、その旨

を記載し、具体的な記載は省略可能とすること。  

６．その他参考となるべき事項には、当該電気工作物を譲り渡しする場合及び４．及

び５．のただし書きに該当する場合にその旨を、並びにその他ポリ塩化ビフェニル

含有電気工作物の使用状況の把握に参考となる事項を、それぞれ記載すること。  

なお、譲り渡しする場合には、譲り受けする者の住所、氏名、事業場の名称及

び所在地を併せて記載すること。  

７．用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。  

８．氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合におい

て、署名は必ず本人が自署するものとする。   
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様式第３ 

電気工作物の絶縁油漏洩に係る事故届出書 

年 月 日 

殿 

住 所 〒 

氏 名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)印 

 

電気事業法電気関係報告規則第４条の表第１９号（又は原子力発電工作物に係る電

気関係報告規則第４条の表第２７号）の規定により、電気工作物の絶縁油漏洩に係る

事故について届け出ます。 

 

事業場の名称  

事業場の所在地 〒 

連 絡 先  

種 類 定 格 製造 

者名 

型式 使用 

状態 

製造 

年月 

設置 

年月 

個 数 

        

発生日時  復旧日時  

ポリ塩化ビフェニルの含有濃度  

 

事故の状況 

 

 

 

 

 

講じた措置 

 

 

 

 

 

（その他参考となるべき事項） 
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備考（様式第３）  

１．事業場の名称及び所在地には、当該電気工作物を設置している又は予備として保

管している場所を記載すること。 

なお、ＯＦケーブルにあっては、事業場の名称及び所在地については、事業場の

名称の欄には線路名を、所在地の欄には事故が発生した地点における所在地（（例）

ＭＨ××【○○区○○】）を記載すること。  

２．連絡先には、担当部署のほか、電話番号、ファックス番号を記載すること。  

３．機器の種類には、以下の機器の種類に対応する番号を記載すること。  

(1)  変圧器（柱上変圧器を除く。）  

(2)  コンデンサー  

(3)  計器用変成器  

(4)  リアクトル  

(5)  放電コイル  

(6)  電圧調整器  

(7)  整流器  

(8)  開閉器  

(9)  遮断器  

(10) 中性点抵抗器  

(11) 避雷器  

(12) ＯＦケーブル  

(13) 柱上変圧器 

４．製造者名には、以下の製造者に対応する番号を記載すること。ただし、(24)その

他を選択した場合は、具体的な製造者名をその他参考となるべき事項の欄に記載す

ること。  

(1)  株式会社愛知電機工作所  

(2)  富士電機製造株式会社  

(3)  株式会社日立製作所  

(4)  北陸電機製造株式会社  

(5)  株式会社明電舎  

(6)  三菱電機株式会社  

(7)  日新電機株式会社  

(8)  大阪変圧器株式会社  

(9)  株式会社高岳製作所  

(10) 東光電気株式会社  

(11) 中国電機製造株式会社  

(12) マルコン電子株式会社  
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(13) 二井蓄電器株式会社  

(14) 東京電器株式会社  

(15) 松下電器産業株式会社  

(16) 日本コンデンサ工業株式会社  

(17）株式会社関西二井製作所  

(18) 株式会社指月電機製作所  

(19) 株式会社帝国コンデンサ製作所  

(20) 古河電気工業株式会社  

(21) 東京芝浦電気株式会社  

(22) 日立コンデンサ株式会社  

(23) 株式会社酉島電機製作所 

(24) その他  

５．使用状態の欄は、本報告を行う時点における電気関係報告規則第４条（又は原子

力発電工作物に係る電気関係報告規則第４条）に基づく届出の内容を記載すること。

ただし、その後電気関係報告規則第４条第１７号の２（又は原子力発電工作物に係

る電気関係報告規則第４条第２１号）に基づく届出をする予定がある場合には、そ

の旨をその他参考となるべき事項の欄にも記載すること。  

６．事故の状況の欄は、事故の状況（被害状況も含む。）及び原因を記載すること。  

７．講じた措置の欄は、事故後の講じた措置及び再発防止策を記載すること。  

８．その他参考となるべき事項には、４．及び５．のただし書きに該当する場合にそ

の旨を、並びにその他ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物の使用状況の把握に参考

となる事項を、それぞれ記載すること。  

９．用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。  

１０．氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合にお

いて、署名は必ず本人が自署するものとする。 
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（別紙） 

ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用している電気工作物の報告に

係る関係法令の解釈について 

 

【電気関係報告規則第２条の表第６号】 

ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する柱上変圧器の使用状況調査年報（当

該機器を有する場合に限る。） 

 

１．目的 

電気事業者が設置する柱上変圧器に関しては、台数が膨大であることから、実効

的な制度の運用を図りつつ、適切に把握するため、年１回の定期報告として平成１６

年３月１日付けで、電気関係報告規則第２条の表第６号の「ポリ塩化ビフェニルを含

有する絶縁油を使用する柱上変圧器の使用状況調査年報（当該機器を有する場合に限

る。）」を届出の対象として追加したもの。 

２．運用上の解釈 

絶縁油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料１ｋｇにつき０．５ｍｇ以下で

ある絶縁油を使用する電気工作物については、報告の対象外とする。 

また、地上設置形変圧器及び地下設置形変圧器並びに柱上変圧器（自家用電気工

作物を設置する者に限る。）については、電気関係報告規則第２条の表第６号の規定

に基づく報告の対象ではなく、電気関係報告規則第４条第１５号の２の規定に基づく

届出の対象とする。 

なお、ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する柱上変圧器を設置する電

気事業者において、毎年３月３１日現在で、当該機器を全て廃止した場合にあっては、

翌年度以降、当該報告を要しないものとする。 

 

【平成１６年経済産業省告示第６７号及び平成２４年経済産業省告示第２０２号】 

電気関係報告規則（昭和４０年通商産業省令第５４号）第４条の表第１５号の２及

び同表第１７号の２の届出を要する場合の欄の規定に基づき、別に告示する電気工作

物を次のように定め、平成１６年４月１日から施行する。 

なお、平成１３年経済産業省告示第６３１号（電気関係報告規則第４条の表第１５

号の２の届出を要する場合の欄に規定する電気工作物）は、平成１６年３月３１日限

り、廃止する。 

電気関係報告規則第４条の表第１５号の２及び同表第１７号の２の届出を要する場

合の欄に規定する電気工作物は、次に掲げる電気工作物とする。 
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一  変圧器（電気事業者にあっては柱上変圧器を除く。） 

二  電力用コンデンサー 

三  計器用変成器 

四  リアクトル 

五  放電コイル 

六  電圧調整器 

七  整流器 

八  開閉器 

九  遮断器 

十  中性点抵抗器 

十一  避雷器 

十二  ＯＦケーブル 

 

原子力発電工作物に係る電気関係報告規則（平成二十四年経済産業省令第７１号）

第四条の表第十八号及び第二十一号の届出を要する場合の欄の規定に基づき、別に告

示する電気工作物を次のように定め、平成二十四年九月十九日から施行する。 

 原子力発電工作物に係る電気関係報告規則第四条の表第十八号及び第二十一号の届

出を要する場合の欄に規定する電気工作物は、次に掲げる電気工作物とする。   

 一 変圧器 

 二 計器用変成器 

 三 放電コイル 

 四 開閉器 

 五 遮断器 

 六 中性点抵抗器 

 七 避雷器 

 八 ＯＦケーブル 

 

１．目的 

平成１３年１０月１５日より電気関係報告規則第４条第１５号の２に基づき届出

を義務付けた電気工作物は、平成１３年経済産業省告示第６３１号により規定してい

たところ。 

平成１５年１１月２１日、社団法人日本電機工業会より電気機械器具について、

及び平成１６年２月１２日、ケーブルメーカー等９社(※) よりＯＦケーブル（絶縁油

を用いる電力用ケーブル）について、当該電気工作物に使用される絶縁油に微量のポ

リ塩化ビフェニルが混入している可能性が否定できない旨、経済産業省へ報告された

ことを踏まえ、届出の対象となる電気工作物を拡充すべく、平成１６年３月３１日限
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り、平成１３年経済産業省告示第６３１号を廃止し、平成１６年４月１日より、平成

１６年経済産業省告示第６７号を制定し、新たな電気工作物として第６号から第１２

号を追加するとともに自家用電気工作物を設置する者の柱上変圧器を追加したもの。 

(※) これまでＯＦケーブル設備を製造・施工していた６社及び６社間の事業統合

に伴い設立された新会社３社。 

２．運用上の解釈 

電気関係報告規則第４条の表第１５号の２及び同表第１７号の２の届出を要する

電気工作物は、事業用電気工作物（電気事業の用に供する電気工作物及び自家用電気

工作物）のうち、次の各号に掲げるものとし、原子力発電工作物に係る電気関係報

告規則第４条の表第１８号及び同表第２１号の届出を要する電気工作物を次の第

一号（柱上変圧器を除く。）、第三号、第五号、第八号から第十二号までに掲げる

とおりとする。 

なお、ブッシング、電圧調整器等の装置が当該電気工作物と一体となって構成さ

れている場合で、当該電気工作物にポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油が使用され

ていないものの、当該装置にポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油が使用されている

場合には、当該電気工作物での届出の対象とする。 

一  変圧器（電気事業者にあっては、柱上変圧器を除く。） 

主要変圧器、所内変圧器、試験用変圧器、始動用変圧器、電気炉用変圧器、整流

器用変圧器、接地変圧器及び移動用変圧器等の変圧器並びに自家用電気工作物を

設置する者の柱上変圧器を対象とするものとする。 

二  電力用コンデンサー 

力率の改善、電圧降下の低減等を図る目的で使用される進相用及び調相用コン

デンサー並びに送電容量の増大を図る目的として使用される直列コンデンサーに

加え、高調波フィルタ設備及び電力線搬送用結合コンデンサー等の電力用コンデ

ンサーを対象とするものとする。 

なお、サージアブソーバのようにコンデンサーと避雷器から構成されるものに

ついては、本号に該当するものとする。 

三  計器用変成器 

測定可能な電圧・電流に変成するためのもので、変電所等で使用される計器用

変圧器・変流器及び電力計量用の変成器を対象とするものとする。 

四  リアクトル 

進相電流を補償するための分路リアクトル、短絡時の電流を制限する限流リア

クトル及び中性点と対地間に接続され、地絡事故時における地絡電流を制限する

目的として使用される中性点リアクトル等を対象とする。 

なお、高調波フィルタ設備のようにコンデンサー、リアクトル及び抵抗から構

成されるものについては、第２号の電力用コンデンサーに該当とするものとする。 
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五  放電コイル 

コンデンサー開放時の残留電荷を速やかに放電させるためにコンデンサーと並

列して線間に接続するコイルを指すものとする。 

なお、構造上コンデンサーと一体となったものについては、第２号の電力用コ

ンデンサーに該当とするものとする。 

六  電圧調整器 

電源電圧の変動や負荷電流の変化による電圧変動を補償するためのもので、負

荷時タップ切換器及び誘導電圧調整器等の電圧調整器を対象とする。 

なお、変圧器と一体で構成されるものについては、第１号の変圧器（柱上変圧

器を除く。）に該当するものとする。 

七  整流器 

交流を直流に変換する装置を指すものとする。 

八  開閉器 

通常において、電路を開閉できる装置を指すものとする。 

九  遮断器 

地絡事故及び短絡事故の異常時においても電路を開閉できる装置を指すものと

する。 

十  中性点抵抗器 

中性点と対地間に接続され、地絡事故時における地絡電流を制限する目的とし

て使用される中性点接地抵抗器を対象とする。 

十一  避雷器 

雷及び開閉サージによる機器保護のため、放電により過電圧を制限し、続流を

短時間のうちに遮断して原状に自復する機能をもつ装置を指すものとする。 

なお、サージアブソーバのようにコンデンサーと避雷器から構成されるものに

ついては、第２号の電力用コンデンサーに該当するものとする。 

十二  ＯＦケーブル 

導体上に絶縁紙を巻き、金属シースを施した上にビニルなどの防食層を設けた

構造のケーブルを指しており、それに類似したＰＯＦケーブルも本号に該当する

ものとする。 

なお、上記ケーブルの絶縁油を充填加圧するための附属装置も本号に該当する

ものとする。 

 

【電気関係報告規則第４条の表第１５号の２、同表第１６号及び同表第１７号の２並

びに原子力発電工作物に係る電気関係報告規則第４条の表第１８号、同表第１９号

及び同表第２１号】 

電気関係報告規則第四条の表 



26 

 

十五の二  現に設置している又は予備として有している別に告示する電気工作物で

あってポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用するものであることが判明した

場合（直ちに、当該電気工作物を廃止し、第十七号の二の届出をする場合を除く。） 

十六  第一号若しくは第二号の施設、第三号、第四号、第六号若しくは第十五号の二

の電気工作物又は騒音規制法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置さ

れる発電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の電気工作物であ

って同法第二条第一項の特定施設に該当するものを設置する者の氏名若しくは名

称、住所若しくは法人にあってはその代表者の氏名若しくは工場若しくは事業場の

名称若しくは所在地（第十五号の二の電気工作物を設置している又は予備として有

している者にあっては代表者の氏名を除く。）又は第十五号の二の電気工作物の設置

若しくは予備の別に変更があつた場合 

十七の二 別に告示する電気工作物であってポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を

使用するものを廃止した場合 

 

原子力発電工作物に係る電気関係報告規則第四条の表 

十八 現に設置している又は予備として有している別に告示する原子力発電工作物で

あってポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用するものであることが判明した

場合（直ちに、当該原子力発電工作物を廃止し、第二十一号の届出をする場合を除

く。） 

十九 第一号若しくは第二号の施設、第三号、第四号、第六号若しくは第十五号の二

の電気工作物又は騒音規制法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置さ

れる発電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の電気工作物であ

って同法第二条第一項の特定施設に該当するものを設置する者の氏名若しくは名称

、住所若しくは法人にあってはその代表者の氏名若しくは工場若しくは事業場の名

称若しくは所在地（第十五号の二の電気工作物を設置している又は予備として有し

ている者にあっては代表者の氏名を除く。）又は第十五号の二の電気工作物の設置

若しくは予備の別に変更があつた場合 

二十一 別に告示する原子力発電工作物であってポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁

油を使用するものを廃止した場合 

 

１．目的 

ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物の使用及び廃止の状

況を適切に把握することを目的として、平成１３年１０月１５日付けで電気関係報

告規則の一部改正を行い、ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工

作物の使用及び廃止に係る報告制度を創設した。 

平成１５年１１月２１日、社団法人日本電機工業会より電気機械器具について、
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並びに平成１６年２月１２日、ケーブルメーカー等９社よりＯＦケーブルについて、

当該電気工作物に使用される絶縁油に微量のポリ塩化ビフェニルが混入している可

能性が否定できない旨、経済産業省へ報告されたことを踏まえ、平成１６年３月１

日付けで電気関係報告規則第４条の表第１５号の２は予備として有する当該電気工

作物の追加及び届出期限の変更等について、同表第１６号は使用状態の変更等につ

いて、同表第１７号の２は予備として有する当該電気工作物の追加について改正し

たもの。 

２．運用上の解釈 

絶縁油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料１ｋｇにつき０．５ｍｇ以下で

ある絶縁油を使用する電気工作物については、届出の対象外とする。 

また、電気事業法第５５条の２第１項の規定によりポリ塩化ビフェニルを含有す

る絶縁油を使用する電気工作物を設置する者の地位を承継した場合、同条第２項の

規定に基づく届出を行うことで、同行為に関し、電気関係報告規則第４条の表第１

５号の２、同表第１６号及び同表第１７号の２並びに原子力発電工作物に係る電

気関係報告規則第４条の表第１８号、同表第１９号及び同表第２１号の規定によ

る届出を要しないものとする。 

また、当該電気工作物について他の者に譲り渡す、又は他の者から譲り受ける場

合、前者は電気関係報告規則第４条の表第１７号の２及び原子力発電工作物に係る

電気関係報告規則第４条の表第２１号の規定による届出を、後者は電気関係報告

規則第４条の表第１５号の２及び原子力発電工作物に係る電気関係報告規則第４

条の表第１８号の規定による届出を要するものとする。 

なお、記載方法については、様式第１、様式第１の２及び様式第２の備考欄によ

るものとする。 

 

【電気関係報告規則第４条の表第１９号及び原子力発電工作物に係る電気関係報告

規則第４条の表第２７号】 

電気関係報告規則第四条の表 

十九 電気工作物の破損その他の事故が発生し、絶縁油が構内以外に排出された、又は

地下に浸透した場合 

 

原子力発電工作物に係る電気関係報告規則第四条の表 

二十七 原子力発電工作物の破損その他の事故が発生し、絶縁油が構内以外に排出さ

れた、又は地下に浸透した場合 

 

１．目的 

平成１５年１１月２１日、社団法人日本電機工業会より電気機械器具について、
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及び平成１６年２月１２日、ケーブルメーカー等９社よりＯＦケーブルについて、

当該電気工作物に使用される絶縁油に微量のポリ塩化ビフェニルが混入している可

能性が否定できない旨、経済産業省へ報告された。 

このことを踏まえ、環境保全及び公衆の安全確保の観点から、電気工作物から絶

縁油が漏洩し、構内以外に排出された、又は地下に浸透した場合に届出を要するよ

う新たに省令として規定したもの。 

２．運用上の解釈 

「破損その他の事故」とは、電気関係報告規則第１条第２項第３号及び原子力発

電工作物に係る電気関係報告規則第１条第２項第３号に規定する破損事故に加え、

いかなる原因であっても絶縁油が当該電気工作物から漏洩した状態にある場合を指

している。 

「構内以外に排出された」場合とは、一般公衆が容易に触れることができるとこ

ろに排出されたことを指しており、さく、へい等により区切られた発電所並びに変

電所、開閉所及びこれらに準ずる場所の構内及び取扱者以外の者が通常立ち入るこ

とできない屋内の電気室等に排出された場合はこれに該当しないものとする。 

「地下に浸透した場合」とは、変電所における変圧器の防油堤内の漏洩及び地中

電線路におけるマンホール内の漏洩など当該電気工作物以外の他の工作物によりそ

れ以上浸透しない等絶縁油を回収することが可能な場合を除き、地表から地中に浸

透した場合を指している。 

したがって、破損その他の事故に該当する場合であっても、構内以外に排出され

たとき又は地下に浸透したときのいずれにも該当しないときは、届出の対象としな

いものとする。 

また、絶縁油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料１ｋｇにつき０．５ｍｇ

以下である絶縁油を使用する電気工作物については、届出の対象外とする。 

なお、記載方法については、様式第３の備考欄によるものとする。 


